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一 

 



 

申
す
ま
で
も
な
く
、
道
路
は
国
民
の
生
活
、
国
の
経
済
の
重
要
な
基
盤
で
あ
り
、
道
路
行
政
は
正
に
政
治
そ
の

も
の
で
あ
る
と
言
つ
て
過
言
で
は
な
い
。「
道
路
法
」（
第
四
十
九
条
）
及
び
「
高
速
自
動
車
国
道
法
」（
第
二
十
条
）

は
、
他
の
特
別
な
法
律
の
規
定
が
あ
る
場
合
を
除
い
て
、
道
路
の
設
置
・
管
理
等
に
要
す
る
費
用
を
国
、
都
道
府

県
、
地
方
公
共
団
体
の
負
担
と
す
る
と
し
て
お
り
、
原
則
と
し
て
道
路
は
誰
も
が
無
料
で
自
由
に
利
用
で
き
る
も 

政
府
は
、
本
年
十
月
か
ら
高
速
自
動
車
国
道
の
通
行
料
金
の
値
上
げ
を
実
施
し
た
が
、
こ
れ
は
昭
和
五
十
年
、

五
十
四
年
、
五
十
七
年
に
続
い
て
の
度
重
な
る
値
上
げ
で
あ
り
、
走
行
環
境
が
ま
す
ま
す
悪

化

し

て

い

る

状

況

や

、
既
に
従
来
か
ら
世
界
に
例
を
見
な
い
高
額
料
金
と
な
つ
て
い
る
点
、
更
に
は
、
通
行
料
金
の
車
種
別
不
公
平

を
問
題
と
し
た
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
、
不
公
平
感
が
世
論
を
形
成
し
つ
つ
あ
る
現
状
に
お
い
て
、
国
民
の
理
解
を
超

え
た
も
の
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。 

高
速
自
動
車
国
道
等
の
通
行
料
金
問
題
に
関
す
る
質
問
主
意
書 

 

三 

 



 

の
で
あ
る
こ
と
が
出
発
点
で
あ
る
。
し
か
し
、
我
が
国
の
モ
ー
タ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
急
激
な
発
達
に
対
応
で
き
な

か
つ
た
道
路
整
備
の
遅
れ
を
挽
回
す
る
た
め
の
特
別
措
置
と
し
て
、
高
速
道
路
等
で
の
通
行
料
金
徴
収
を
行
わ
ざ

る
を
得
な
い
こ
と
に
つ
い
て
は
、
国
民
の
一
応
の
理
解
を
得
ら
れ
て
い
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
が
、
今
般
の
値
上

げ
以
前
に
我
が
国
の
通
行
料
金
が
世
界
で
も
例
を
見
な
い
程
の
高
額
と
な
つ
て
お
り
、
料
金
徴
収
に
よ
つ
て
建
設

費
な
ど
の
償
還
が
終
了
し
利
益
が
生
じ
て
い
る
路
線
に
お
い
て
も
、
無
料
化
は
ご
く
一
部
の
一
般
道
路
の
み
で
、

高
速
自
動
車
国
道
等
で
は
今
後
共
値
上
げ
は
あ
つ
て
も
値
下
げ
の
見
込
み
が
立
た
ず
、
大
昔
の
関
所
の
よ
う
に
金

の
無
い
も
の
は
通
さ
な
い
「
金
持
ち
道
路
」
化
し
て
い
る
状
況
に
つ
い
て
は
国
民
の
理
解
の
範
囲
を
超
え
て
お
り
、

現
行
の
プ
ー
ル
採
算
制
、
道
路
整
備
計
画
を
中
心
に
見
直
し
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
て
お
き
た
い
。 

私
は
、
こ
の
よ
う
な
通
行
料
金
の
高
額
負
担
や
相
次
ぐ
値
上
げ
に
対
す
る
国
民
の
不
満
と
不
信
感
を
喚
起
し
て

い
る
大
き
な
要
因
は
、
料
金
設
定
の
不
明
朗
さ
に
あ
る
と
考
え
る
。
今
日
、
一
つ
の
世
論
と
な
つ
て
い
る
車
種
別

料
金
の
不
公
平
問
題
に
つ
い
て
も
、
料
金
を
徴
収
す
る
側
だ
け
の
論
理
で
押
し
通
そ
う
と
す
る
と
こ
ろ
に
起
因
し 

四 

 



 

て
い
る
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。 

一 

道
路
整
備
特
別
措
置
法
施
行
令
に
お
い
て
、
高
速
自
動
車
国
道
等
の
通
行
料
金
の
設
定
基
準
を
定
め
、
道
路

利
用
者
が
時
間
、
距
離
、
燃
料
費
等
の
運
転
費
、
輸
送
費
、
旅
行
費
、
荷
役
費
な
ど
に
つ
い
て
節
約
で
き
る
額

を
超
え
て
は
な
ら
な
い
も
の
と
し
、
か
つ
、
そ
の
「
節
約
で
き
る
経
費
の
額
」
を
、
少
な
く
と
も
普
通
自
動
車
、

小
型
自
動
車
、
軽
自
動
車
、
大
型
特
殊
自
動
車
、
小
型
特
殊
自
動
車
、
乗
合
型
自
動
車
、
原
動
機
付
自
転
車
、

軽
車
両
、
ト
ロ
リ
ー
バ
ス
、
自
転
車
そ
の
他
の
車
両
ご
と
に
算
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
定
め
て
い
る
。
こ

の
規
定
に
基
づ
き
、
車
種
ご
と
の
「
節
約
で
き
る
経
費
の
額
」
を
国
民
に
示
し
理
解
を
得
る
こ
と
が
必
要
で
あ

る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
具
体
的
な
数
値
を
示
し
説
明
さ
れ
た
い
。 

二 

道
路
整
備
特
別
措
置
法
施
行
令
第
一
条
の
七
第
二
項
第
二
号
の
小
型
自
動
車
及
び
同
第
三
号
の
軽
自
動
車
に

含
ま
れ
る
二
輪
車
（
小
型
二
輪
自
動
車
及
び
軽
二
輪
車
）
に
つ
い
て
、
前
述
し
た
「
道
路
利
用
者
が
道
路
利
用
に 

斯
様
な
観
点
か
ら
、
次
の
質
問
に
つ
い
て
政
府
の
明
確
な
答
弁
を
求
め
る
。 

五 

 



 

四 

現
在
、
二
輪
車
の
通
行
料
金
が
二
十
九
人
乗
り
の
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
等
と
同
額
で
あ
る
の
は
、
著
し
く
不
公
平

だ

と

し

て

、

多
く
の
二
輪
車
運
転
者
が
問
題
を
提
起
し
訴
訟
に
ま
で
発
展
す
る
な
ど
世
論
を
形
成
し
つ
つ
あ

る
。
私
も
誠
に
率
直
な
疑
問
と
し
て
、
二
輪
車
や
軽
自
動
車
は
道
路
に
与
え
る
損
傷
度
（
軸
荷
重
の
四
乗
に
比

例
）
、
走
行
時
の
専
有
面
積
、
最
高
走
行
速
度
（
二
輪
車
、
軽
自
動
車
は
毎
時
八
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
で
他
の
車
両

よ
り
毎
時
二
十
キ
ロ
メ
ー
ト
ル
低
く
押
さ
え
ら
れ
て
い
る
）
、
乗
車
定
員
（
二
輪
車
は
一
名
）
な
ど
様
々
な
角
度

か
ら
見
て
も
普
通
自
動
車
と
同
一
料
金
で
あ
る
こ
と
が
、
道
路
整
備
特
別
措
置
法
第
十
一
条
で
定
め
る
「
公
平

妥
当
」
な
も
の
と
は
理
解
し
が
た
い
。 

三 

車
種
別
通
行
料
金
の
設
定
に
当
た
つ
て
、
前
述
し
た
「
道
路
利
用
者
が
道
路
利
用
に
よ
り
節
約
で
き
る
経
費

の
額
」
以
外
の
要
素
が
付
加
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
内
容
と
基
準
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

よ
り
節
約
で
き
る
経
費
の
額
」
の
算
定
上
、
四
輪
車
と
は
区
分
を
す
べ
き
と
考
え
る
が
、
ど
の
よ
う
に
扱
わ
れ

て
い
る
の
か
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

六 

 



 

五 

更
に
政
府
は
「
料
金
徴
収
に
用
い
る
機
械
の
整
備
が
完
了
す
る
昭
和
六
十
三
年
度
末
に
な
つ
た
ら
、
車
種
区 

本
年
四
月
十
八
日
に
出
さ
れ
た
道

路

審

議

会

の
中
間
答
申
に
は
、「
現
行
の
三
車
種
区
分
に
は
、
特
に
普
通

車
の
区
分
に
二
輪
車
か
ら
普
通
貨
物
自
動
車
ま
で
が
含
ま
れ
て
い
る
な
ど
、
重
量
等
か
ら
み
て
著
し
い
不
公
平

が
生
じ
て
い
る
と
い
う
批
判
も
あ
る
。（
中
略
）
よ
り
公
平
性
を
高
め
る
観
点
か
ら
、
将
来
、
車
種
区
分
を
若
干

追
加
す
る
こ
と
が
考
え
ら
れ
て
よ
い
」
旨
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
国
会
に
お
い
て
当
局
か
ら
「
多

少
の
問
題
は
な
い
わ
け
で
は
な
い
が
、
公
平
性
を
著
し
く
歪
め
る
も
の
で
は
な
い
」
旨
の
答
弁
（
交
通
特
答
弁
）

が
な
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
全
国
に
約
三
百
路
線
あ
る
一

般

有

料

道

路

等
の
約
三
分
の
二
の
路
線
に
お
い

て
、
現
に
二
輪
車
や
軽
自
動
車
の
料
金
区
分
が
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
料
金
は
、
普
通
車
に
対
し
二
輪
車
の
料
金

は
、
三
分
の
一
な
い
し
半
額
程
度
と
さ
れ
て
お
り
、
正
に
著
し
い
料
金
格
差
を
設
け
公
平
化
を
図
つ
て
い
る
の

で
あ
る
。
政
府
の
前
述
答
弁
は
、
こ
れ
ら
一
般
有
料
道
路
等
の
料
金
体
系
を
否
定
す
る
こ
と
に
な
り
か
ね
な
い

も
の
で
あ
る
。
公
平
妥
当
の
行
政
上
の
評
価
基
準
に
つ
い
て
政
府
の
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

七 

 



 

六 

昭
和
四
十
七
年
ま
で
は
、
東
名
高
速
道
路
に
お
い
て
も
二
輪
車
な
ど
の
料
金
区
分
が
実
施
さ
れ
て
お
り
、
そ

の
後
、
現
行
の
「
普
通
」「
大
型
」「
超
大
型
」
の
三
区
分
に
統
合
さ
れ
た
と
い
う
経
緯
が
あ
る
。
従
つ
て
現
在
の
料

金
徴
収
機
械
で
も
現
状
以
上
の
車
種
区
分
の
追
加
が
可
能
と
思
わ
れ
る
が
、
現
在
の
機
械
装
置
で
、
車
種
区
分

追
加
が
可
能
な
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

七 

車
種
区
分
を
多
く
し
た
場
合
、
料
金
徴
収
に
掛
か
る
時

間

的

損

失

が
生
ず
る
と
言
わ
れ
て
い
る
が
、
二
輪

車
、
軽
自
動
車
、
マ
イ
ク
ロ
バ
ス
、
ト
ラ
ッ
ク
な
ど
、
車
体
形
状
や
寸
法
、
ナ
ン
バ
ー
プ
レ
ー
ト
等
に
よ
り
車 

分
等
に
つ
い
て
検
討
す
る
」
と
の
見
解
を
示
し
て
い
る
が
、
こ
れ
は
不
明
朗
極
ま
り
な
い
も
の
で
あ
る
。
機
械

の
整
備
云
々
は
料
金
を
取
る
側
の
み
の
論
理
で
、
料
金
そ
の
も
の
の
不
公
平
論
と
は
全
く
別
の
問
題
で
あ
り
、

機
械
の
整
備
を
進
め
る
こ
と
と
は
別
に
料
金
の
不

公

平

是

正

に
つ
い
て
の
検
討
は
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。
早
急
に
道
路
審
議
会
を
招
集
す
る
な
ど
、
公
正
妥
当
な
車
種
別
通
行
料
金
の
在
り
方
に
つ
い
て
検
討
す
べ

き
と
考
え
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

八 

 



 

 

九 

種
の
識
別
は
一
目
瞭
然
で
あ
る
。
時
間
的
損
失
の
発
生
と
は
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
根
拠
を
も
つ
も
の
か
、
明

ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

八 

最
後
に
、
特
に
不
公
平
感
の
著
し
い
二
輪
車
の
通
行
料
金
に
つ
い
て
、
多
く
の
二
輪
車
運
転
者
が
訴
訟
を
起

こ
し
て
お
り
、
今
後
新
た
な
原
告
団
が
結
成
さ
れ
、
第
二
、
第
三
の
訴
訟
が
起
こ
さ
れ
る
と
の
報
道
も
あ
る
。 

道
路
利
用
者
、
即
ち
「
お
客
様
」
か
ら
訴
訟
を
提
起
さ
れ
る
と
い
う
行
政
と
し
て
恥
ず
べ
き
事
態
で
あ
る
。
こ
の

様
な
事
態
が
拡
大
し
な
い
た
め
に
も
、
い
た
ず
ら
に
法
律
論
争
で
対
立
感
情
を
あ
お
る
の
で
は
な
く
、
道
路
審

議
会
の
中
間
答
申
の
意
に
沿
い
、
公
平
性
を
高
め
る
た
め
の
車
種
区
分
等
の
改
定
を
可
能
な
部
分
か
ら
で
も
実

施
す
る
こ
と
と
、
近
い
将
来
の
見
通
し
を
一
日
も
早
く
明
ら
か
に
し
て
理
解
を
得
る
こ
と
が
、
行
政
の
姿
勢
で

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
考
え
る
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
見
解
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 

 


